
　【問い合わせ先】

　  区制度に関すること　：　としまビジネスサポートセンター　　　　　03-5992-7022

　  都制度に関すること　：　東京都産業労働局金融部金融課　　　　　　03-5320-4877

　  保証料に関すること　：　東京信用保証協会創業アシストプラザ　　   03-3272-2279

・取扱金融機関へ融資申込
　及び東京都信用保証料補
　助制度申し込み

・信用保証協会保証承諾
・取扱金融機関融資実行

豊島区の「起業資金」融資あっせんを受けて、
東京都の「創業融資」をご利用する際の取扱いについて

・豊島区で「起業資金」融
　資の紹介状を取得

としまビジネスサポートセンター窓口で相談員の面談（要予約、3
回程度）を受けて、起業計画書を作成 → お申込み（書類の確

認） → 紹介状の交付

金融機関に紹介状を持参し、融資申込するとともに、東京都の信

用保証料補助を併用したい旨をおっしゃってください。（金融機関

が信用保証料補助の手続きを行います。）

審査後、保証可否および金額の決定。（東京都が信用保証料を５

０％補助します。）

→金融機関が融資可否について、豊島区へ報告

→豊島区が毎月利子補給（金融機関が代理で請求・受領）

豊島区の「起業融資」のあっせんを受けた方は、区の利子補給と都の信用

保証料補助を併用できる場合があります。

都の信用保証料補助制度を併用すると、保証料の５０％を都が補助します。

～利子補給及び信用保証料補助の流れ～


